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◎開会・開議

午後２時４５分開会・開議

○教育長 ただいまから、令和６年度第１回みどり市定例教育委員会議を開会いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第１ 会議録署名委員の指名

○教育長 日程第１、会議録署名委員の指名をさせていただきます。本日は、席番４番の石戸委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○教育長 日程第２、会期の決定ですけれども、令和６年４月１２日、本日１日ということにしたい

と思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 御異議なしの声がありましたので、本日１日と決定いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第３ 教育長報告

○教育長 日程第３、教育長報告を議題といたします。私から報告させていただきます。

３月２４日、相澤忠洋蒐集考古資料国登録有形文化財登録記念式典が行われ、教育委員さんにも御

出席いただきました。３９，３７０点の蒐集考古資料が答申を受けました。また、相澤貞順さんの寄

贈された縄文土器は、相澤忠洋氏とともに作られたものでありますが、感謝状もお渡しできました。

これから、相澤忠洋氏の顕彰をより一層充実させるべく進みたいと思いますので、お気づきの点もあ

ろうかと思いますが、御意見等をいただければと思います。

同日、岩宿ムラまつり開村式がありました。ムラまつりは、岩宿博物館友の会が主催で、春と秋に

行われています。式典後、予定の時間よりも遅らせて行われましたが、天候に恵まれ、多くの来場者

があり、充実したまつりができたと思っております。

２５日、笠懸幼稚園の卒園式、閉園式がありました。昭和３１年に笠懸公民館の一部を保育室とし

て、笠懸中央幼稚園が開園しました。村立の笠懸幼稚園としては、昭和４１年から５８回にわたって

卒園児を輩出してきました。合計６，６８４名の卒園児を出しています。石戸委員さんも母園という

のでしょうか、卒園された園児のお一人であります。

２７日、第１８回みどり市表彰がありました。こちらについては功労者表彰が２４名、善行者表彰

が１０名、そして、みどり市スポーツ表彰については、スポーツ特別栄誉賞が１名、スポーツ栄誉賞

が１名、そして、金子委員さんにおかれましては、受賞者代表ということで謝辞を述べていただきま

した。おめでとうございました。

２９日、職員退職者辞令交付式がありました。こちらについては退職者対象者が１５名、派遣者が

３名、合計１８名の方に辞令交付がなされました。
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続いて、教職員の形式退職者の辞令交付式がありました。こちらについては、８名の方が該当にな

りました。８名という数字は、例年になく多かったということですが、事務局等に学校現場の方から

移られた先生、群馬県教育委員会に１名、東部教育事務所に３名、ぐんま昆虫の森に１名、群馬県総

合教育センターに１名、そしてみどり市教育委員会に２名の方が学校現場から形式退職ということで

辞令交付をさせていただきました。

次に、教職員退職者表彰式がありました。こちらについては、本来４月１日の辞令交付式のときに

表彰者、退職者も該当するところですが、１日は都合がつかないということでしたので、２９日に表

彰式と同時に辞令をお渡しいたしました。

同日、教育部退職職員を送る会がありました。４名の方に出席いただきまして、役職定年の方、形

式退職者の方も含めて行いました。年月に違いはありますが、多大なる御尽力をいただき、新たな場

でまた御活躍いただければとお話しさせていただきました。

４月１日、職員辞令交付式がありました。こちらについては、合計で１１名の方が該当し、部長が

４名、次長が４名、派遣職員が３名でした。

同日、定例部長会議がありました。初顔合わせということで、市長からも訓示をいただきながら、

今後の日程等の確認をいたしました。

同日、教職員辞令交付式がありました。こちらは委員の皆様にも御出席いただきましたが、退職辞

令、管理職の昇任辞令、転任辞令、転補辞令、そして採用辞令、昇任辞令、新規採用者の辞令、研修

命令の辞令ということで、合計３６名の方に辞令を交付させていただきました。

同日、教育部の辞令交付式がありました。課長補佐級の方４名と、係長級の方５名ということで、

９名の方に辞令を交付いたしました。

２日、相澤千恵子特別館長さんに辞令を交付させていただきました。教育庁舎にお越しいただいて、

辞令を交付させていただきました。

３日には定例校長会が、そして４日には定例教頭会がありました。校長会はいつもできる限り出席

させていただいており、定例教頭会、事務長会は出席する回数が少ないのですが、年度始めというこ

とで御挨拶をさせていただきました。先ほどの協議会でも、学校教育課長から管理職の関係で説明が

ありましたが、１２校のうち７校で管理職の異動がありました。校長、教頭の両方が異動した学校が

２校、校長のみが異動したところが２校、教頭のみが異動した学校が３校ということで、合計７校の

学校で管理職の異動がありました。顔合わせとともに、必要な連絡を長時間にわたってさせていただ

きました。

５日、社会福祉法人清鳳会幼保連携型認定こども園みどりのかぜ開園式がありました。みどりのか

ぜの名称の由来は、四季を通して自然の風を感じ、豊かな感性を育み、丈夫な心と体が育つことを願

うという意味で命名したというお話をされていました。定員にはまだ少し余裕があったようですので、

この後、入園される方が出るとよいと思いますし、笠懸幼稚園で過ごされた園児さんもかなりいます

ので、健やかな成長が順調に進めばよいと思います。
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８日、午前中に小学校、午後に中学校の入学式がありました。私は、大間々東小学校の入学式に出

席いたしました。男児が３１名、女児が２９名、計６０名の新入児童が入学しました。大変元気がい

いなという感想を持ちましたし、返事もしっかりできていました。６年生が校歌を披露して、歓迎の

挨拶も含めて、特色があるといいますか、大間々東小学校らしい入学式が行われたと思いました。

午後は、大間々中学校の入学式がありました。私も先ほど言った大間々東小学校にも赴任しており

ましたし、大間々中学校も９年いましたので、両方とも校歌を歌えましたけれども、私がいたころは、

中学生となると恥ずかしがってというか粋がってというか、大きな声で校歌を歌う生徒がなかなかい

なかったりもしましたが、大変よい歌声が聞こえました。緊張した面持ちと、これから迎える中学校

生活を充実して過ごそうという意気込みのようなものも感じました。男子が２０名、女子２４名、計

４４名の新入生が入学しました。途中で２名ほど、貧血のような状況が起きて、保健室に運ばれた新

入生がいました。コロナ禍で式典などの機会が減り、式典に慣れないというか、立っていることが習

慣づいていないという部分も出てきたのかなと感じました。

９日、定例事務長会がありました。先ほども申しましたとおり、なかなか事務長会に出席する機会

がないのですが、年度初めということで出席させていただきました。みどり市には４人の事務長さん

がおられますが、そのうちの１名が異動されて新たに事務長となられた方が入られました。事務職と

しての責任というものをそれぞれ感じておられるかもしれないけれども、事務職の視点を大事にして、

学校現場の運営や充実に努めていただきたい、と声かけをさせていただきました。

同日、マイトリー学園大間々南幼稚園の入園式、そして保育所の入所式がありました。新入園児に

ついては３０名、保育所の入所は、満３歳児が１８名、満２歳児が７名でした。ずっと座っていられ

なくて大声を出したりとか、泣き出してしまったりとか、そういう幼い子がいましたが、これが1年

経つとじっとしていられるような状況がつくれるので、幼稚園の先生はすごいなと改めて感じるとこ

ろです。これからの成長がとても楽しみです。

同日、令和６・７年度みどり市青少年センター青少年相談員委嘱状交付式及び意見交換がありまし

た。毎週土曜日の午後に、大間々庁舎内の一室で、ヤングテレホンということで、相談電話の業務を

受け付けていまして、その業務に当たっていただいている４名の相談員の先生に委嘱状を交付させて

いただきました。どの方も、昨年度までずっとやってくれていて、長い方でもう２０年近い方もいらっ

しゃいます。いろいろな相談窓口がふえていたり、ＳＮＳを使って相談を受け付けられるような形に

なっているので、件数についてはここ何年か減っていますが、貴重な相談場所であることを認識しな

がら、啓発活動をしっかりして、多くの方にこのような相談窓口があるということを認識いただき、

気軽に相談ができるよう、こちらとしては努力していきたいと思っております。

私からは以上です。教育長報告について、何かございますか。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕
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○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第３、教育長報告は以上で終了

いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第４ 報告第１号 教育長の専決に関する報告（みどり市通級指導実施要綱の一部を改正する

告示）について

○教育長 続きまして、日程第４、報告第１号、教育長の専決に関する報告（みどり市通級指導実施

要綱の一部を改正する告示）についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

○委員 今回、中学校が２校ふえたということですけれども、その理由としてはどのようなことが挙

げられますか。

○学校教育課長 通級指導教室ができた当初は小学校を中心に行っていましたが、そのお子さんが中

学校に進学して、引き続き中学校でも通級指導を受けたいというお子さんがふえてきました。これま

では、出身の小学校で通級指導を受けていましたが、自分の学校で受けられるようにというところも

ありまして、中学校では笠懸中学校、大間々東中学校に通級指導ができるようにしました。

○委員 ありがとうございました。

○委員 大間々東中学校にある青い鳥学級とは別に、ということでしょうか。

○学校教育課長 全く別でして、こちらは大間々東中学校本校の生徒さんが、授業時間中や放課後に

通級指導を受ける、ということです。青い鳥とは全く別のものになります。

○教育長 こちらは、指導してくれる先生が中学校に出向くといういうパターンです。中学校に１教

室、場所はあるけれども、学級は存在していません。

○学校教育課長 中学校に行って指導ができるということです。規程でいうと、学校で１３人以上、

通級指導教室を希望する児童生徒がいると、教員が1人通級特配で付くのですが、中学校はそこまで

人数がいないので、小学校の通級指導の先生が中学校に行って指導するというような形で今年度から

実施しております。

○委員 通級指導がよくわからなかったのですが、普通にクラスで授業を受けている子が利用すると

いうことでよろしいでしょうか。

○学校教育課長 そのとおりです。通級指導教室は、ＬＤ、ＡＤＨＤに対応していて、普段は普通の

学級で授業を受けていても、なかなか勉強しづらいお子さんもいるので、そういうお子さんが少しで

も勉強が軌道に乗るようにとか、心の安定になるようにということで週１回、多い子で週２回、別の

部屋で特別なプログラムの指導をするものが通級指導教室になります。
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○委員 ありがとうございました。

○委員 よりインクルーシブな教育が求められていると思うのですが、１３人以下の学校の場合で通

級指導という形がとられないと、先生が出向いてやる形以外に、子どもたちの学ぶ仕組みはどのよう

な感じになっているのでしょうか。

○学校教育課長 １３人いないと学校にそのための教員が張りつかないということで、例えば笠懸地

区でいいますと、笠懸小学校に通級指導教室がありますので、笠懸東小学校と笠懸北小学校の児童は、

笠懸小学校の通級指導教室に放課後通ってもらって指導を受けるという体制をとっています。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第４、報告第１号、教育長の専

決に関する報告（みどり市通級指導実施要綱の一部を改正する告示）については以上で終了いたしま

す。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第５ 報告第２号 教育長の専決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園の廃園に伴う関係教育

委員会告示の整理に関する告示）について

○教育長 続きまして、日程第５、報告第２号、教育長の専決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園

の廃園に伴う関係教育委員会告示の整理に関する告示）についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第５、報告第２号、教育長の専

決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園の廃園に伴う関係教育委員会告示の整理に関する告示）につ

いては以上で終了いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第６ 報告第３号 教育長の専決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園の廃園に伴う関係教育

委員会訓令の整理に関する訓令）について

○教育長 続きまして、日程第６、報告第３号、教育長の専決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園

の廃園に伴う関係教育委員会訓令の整理に関する訓令）についてを議題といたします。
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議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、学校教育課長より内容説明をお願いいたします。

〔学校教育課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第６、報告第３号、教育長の専

決に関する報告（みどり市立笠懸幼稚園の廃園に伴う関係教育委員会訓令の整理に関する訓令）につ

いては以上で終了いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第７ 報告第４号 教育長の専決に関する報告（教育委員会事務局職員の人事異動）について

○教育長 続きまして、日程第７、報告第４号、教育長の専決に関する報告（教育委員会事務局職員

の人事異動）についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、教育総務課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第７、報告第４号、教育長の専

決に関する報告（教育委員会事務局職員の人事異動）については以上で終了いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第８ 報告第５号 教育長の専決に関する報告（会計年度任用職員の任用）について

○教育長 続きまして、日程第８、報告第５号、教育長の専決に関する報告（会計年度任用職員の任

用）についてを議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、教育総務課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何か御質疑があればお願いいたします。
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〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 御質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第８、報告第５号、教育長の専

決に関する報告（会計年度任用職員の任用）については以上で終了いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第９ 議案第１号 みどり市奨学金貸与申請者の資格要件の認定について

○教育長 続きまして、日程第９、議案第１号、みどり市奨学金貸与申請者の資格要件の認定につい

てを議題といたします。

これについては非公開（秘密会議）といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 御異議なしの声がありましたので、日程第９、議案第１号については、非公開（秘密会議）

として取り扱います。担当課以外の課長は退室をお願いいたします。

〔担当課以外 退室〕

審 議 〔非公開により未記載〕

〔担当課以外 入室〕

─────────────────◇─────────────────

◎閉 会

○教育長 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。これをもって、教育委員会議を閉会といた

します。大変お疲れさまでした。

午後３時３８分閉会





教育委員会会議規則第１６条第２項の規定によりここに署名する。

教育委員会教育長 保 志 守

教育委員会教育委員 石 戸 悦 史


